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#14-33
【９月６日～９月１２日】

〔ウクライナの報道をもとに作成〕

平成２６年９月１７日

在ウクライナ大使館

１．内外政

▼大統領及び政府関係者の動き

・８日、ポロシェンコ大統領は、マリウポリ市を訪問し、ミンスク

議定書の１２項目中特に重要なのは、兵士の解放と国境管理

の確立の２点である旨発言。

・８日、ヤツェニューク首相は、本当の停戦を実現するために

は、第一に停戦の遂行、第二にプーチン露大統領が傭兵・

軍・武器を撤収すること、第三にウクライナが国境管理を完全

に復活させることが条件となる旨発言。

・１０日、ポロシェンコ大統領は、閣議において、「ドネツク及

びルハンスク両州の一部地域の地方自治の一時的な規定に

関する」法案を、来週（１５日からの週）最高会議に提出予定、

前線の状況は劇的に変化し停戦開始以降は大規模な戦闘行

為は行われていない旨発言。

・１０日、ポロシェンコ大統領は、潘国連事務総長、メルケル独

首相、アボット豪首相と電話会談を実施し、ドンバスにおける

停戦体制下の状況につき協議。ポロシェンコ大統領は、５日

にミンスクで署名された平和解決のための議定書の１２項目

の履行の重要性を強調し、サウチェンコ飛行士及びセンツォ

フ映画監督をはじめとするロシア内に違法に拘束されている

捕虜解放の必要性に言及。

・１１日、ポロシェンコ大統領は、ファン・ロンパイ欧州理事会

議長及びオランド仏大統領と電話会談を実施。ファン・ロンパ

イ議長は、ＥＵ各国がロシアに対する更なる制裁を発動する

ことを決定し、明１２日に正式に公布される旨発言。

・１２日、クリムキン外相は、ブリュッセルにて、ウクライナ・Ｅ

Ｕ・ロシアの閣僚級会議を実施し、三者は、同会議結論とし

て、ウクライナの輸出品に対する自主的な貿易特恵体制を２

０１５年１２月３１日まで延期する旨共同で発表。同日、外務

省は、ＥＵが、ウクライナの輸出品に対する自主的な貿易特

恵体制を２０１５年末まで継続することに合意し、ウクライナ

がＥＵ側からの一方的特恵を享受し続けられる旨、また、ウ

クライナ及びＥＵが、予定通り、１６日に連合協定を同時に批

准し、同協定の文言に変化は加えられない旨発表。

▼東部情勢

・停戦開始後、戦闘回数は減ったものの、違反事例がマリウ

ポリ市及びドネツク市等ドンバス地方各地で発生。

・８日、リセンコ国家安全保障・国防会議（ＲＮＢＯ）報道官は、

停戦にも拘わらず、反テロ作戦地域の困難な状況が継続、ド

ネツク・ルハンスク両州のいくつかの場所に於いて、ウクライ

ナ部隊に対し、複数の攻撃が仕掛けられた旨発言。

・８日、国連人権高等弁務官事務所は、ウクライナ東部におけ

る４月中旬からの死者数は、少なくとも３，０００人に上る旨発

表。

・９日、リセンコＲＮＢＯ報道官は、停戦にも拘わらず、停戦後

のテロリスト側による８９回の停戦違反により、ドンバス地方に

おいて、５名のウクライナ部隊兵が死亡し、３３名が負傷した

旨発言。

・９日、オランダ安全保障会議は、７月１７日のマレーシア航空

機の墜落原因は、空中での外部からの大量の高エネルギー

物質による損傷の結果であるとの一時報告を発表。

２．経済

▼貿易・財政収支

・８日、中央銀行は、８月の外貨準備高が１５８．３億ドルと、

前月比▲１．５％（２億３，９００万ドル減）であった旨発表。

・８日、国家統計局は、８月の消費者物価指数が前月比＋０．

８％となった旨公表（１月からのインフレ率は＋１２．９％）。

・８日、財務省は、世銀から同日、ＥＢＲＤとの合意に基づく

開発政策融資の第一弾として５億ドルを受領、当該資金は

銀行部門の緊急的な改善と今般の金融分野の危機管理の

ための総合計画に充てられる旨公表。

・１０日、国家統計局は、２０１４年第２四半期の実質ＧＤＰ成

長率は前年同期比▲４．６％となった旨公表。

▼ＩＭＦとの協力

・９日、バッチャ－ＩＭＦウクライナ事務所代表は、本年１２月

に第３・第４トランシェ（合計約２７億ドル）をまとめて支出する

ことを検討している旨発言。

▼エネルギー

・１０日、プローダン・エネルギー・石炭産業相は、ウクライナ

の現在のガス地下貯蔵量は１６０億立米であり、１１月１日ま

でにその量が１７５億立米となる旨発言（これまでの情報によ

れば、ウクライナで冬期に必要となるガスの量は２２０億立

米）。

・１０日、プローダン・エネルギー・石炭産業相は、アゼルバ

イジャンとのエネルギー分野における協力関係を維持し、ア

ゼルバイジャンからの石油輸入を計画している旨言及。

・１２日、フロイスマン副首相は、今年の石炭不足量は５０億ト

ンになる、エネルギー・石炭産業省が諸外国からの新規購

入契約を進めており、初めての輸送が近く行われる予定で

ある、ガスについては今年の不足量が５０億立米で、政府は

ガス節約にあらゆる方策を採る旨発言。

・１２日、ポーランドはウクライナへのガス供給を２日ぶりに再

開（１０日、ポーランドはガスプロムからのガス供給を減少さ

せられ、ウクライナへの逆送を停止）。

▼東部支援

・１０日、ドイツから、テント、毛布、車いす、松葉杖を含む支

援物資が赤十字の運搬により到達。
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・１１日、ＥＵは、１，７００万ユーロの開発向け支援及び５００

万ユーロの人道支援の計２，２００万ユーロを東部支援資金

として提供することを発表。

・１２日、フロイスマン副首相は、ＥＢＲＤが次週の理事会でウ

クライナに対する必要な投資について検討する、ウクライナ

のインフラ及びエネルギー効率化プロジェクトについて協

力する用意がある旨言及。

・１２日、フロイスマン副首相は、東部地方で破壊されたイン

フラの数は１万１，３２５件、再建に必要な費用は１１８億フリ

ヴニャと推定される旨発言。

▼農業

・９日、農業政策・食料省は、７月１４日（農業市場年初）から

の穀物輸出が６００万トンであった旨公表。

・１２日、国家統計局は、８月までの２０１４年の農業生産高が

前年比＋６．３％であった旨公表。

▼その他

・９日、ビロウス金融サービス庁長官は、ドンバス地方で約６

００の企業が今回の紛争で破壊された、損失額は数十億ド

ルに上る見込みだが現時点で正確に見積もるのは困難で

ある旨発言。

３．防衛

・８日、国防省は、黒海北西区域において８日から１０日まで

の間、ウクライナ・米国による「シー・ブリーズ」演習が開催さ

れる旨発表。スペイン、カナダ、ルーマニア及びトルコも参

加、グルジア、ノルウェー、スウェーデン及びフランスは、オ

ブザーバー参加。

・８日、シエモニアク・ポーランド国防相は、ＮＡＴＯはウクラ

イナに対する武器供給を計画していないがポーランドは売

ることができる旨発言。

・８日、ポロシェンコ大統領は、停戦が発表されてから約１，２

００人の捕虜がテロリスト側から解放された旨発言。その３時

間後、大統領報道官は、捕虜６４８人が解放されまだ５００人

が残っている旨発言。９日、国家安全保障・国防会議報道官

は、大統領報道官と同じ内容を発言。

・９日、国家安全保障・国防会議報道官は、停戦の発表以降

ウクライナ軍人５名が死亡、３３名が負傷、また露との国境１０

０ｋｍ以上がテロリスト又は露軍の制御下にある旨発言。

・９日、国防省は、ウクライナ、カナダ、リトアニア及びポーラ

ンドが参加する多国籍演習「メープル・アーチ」がポーランド

で開始、平和維持活動等の能力向上が目的である旨発表。

・１０日、ポロシェンコ大統領は、露はウクライナ領から露軍

の７０％を撤退、ウクライナ東部を効果的に防衛するため治

安部隊を再編成、毎日装甲車両３０台を供給することが可能、

第三回目の部分的動員が完了した旨等発言。また、テロリス

トの挑発行為に対し軍は停戦を維持している旨強調。

・１０日、反テロ作戦広報室は、ウクライナと露との国境に壁

を建設し始めた旨発表。

・１１日、国家安全保障・国防会議報道官は、１０数台の露軍

車両がウクライナから撤退、露軍が再編及び交替を実施し

ている旨発言。また、国境警備庁は、戦車及び装甲車を含

む１００台の車列が露からルハンスクに向かった旨発表。

・１２日、国家安全保障・国防会議報道官は、停戦後５人の軍

人が死亡、現在まで合計８７３人死亡、３，２７５人が負傷、ま

た露軍のウクライナ領からの撤退が停止した旨発表。

(了)


